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令和５年度事業計画書 

 令和５年４月よりこども家庭庁が内閣府に設置され、子育てや少子化、児童

虐待、いじめなど子どもに関する社会問題の解決にあたります。 

前述のとおり、少子化などの課題は既にまったなしであり、早急に途切れのな

い政策支援、社会基盤の整備が求められることとなりました。 

これまでの経緯としては、令和６年の閣議決定である「経済財政運営と改革の

基本方針２０２１」において、子どもの貧困、障がいやいじめなど、子どもに関

する様々な課題に総合的な対応をとるため、①これまでの内閣府や厚生労働省

に分散していたこども政策の中心的機能を一元化すること。②こども政策につ

いて一元的に企画・立案・総合調整を行うこと。③結婚支援から、妊娠前の支援、

妊娠・出産の支援や子育て支援などの事務を集約することで、こども政策を更に

協力に推し進めることとしています。 

こども家庭庁の設置にともない、審議会などの会議については、厚生労働省の

社会保障審議会や内閣府の子ども・子育て会議の機能を引き継いで、子ども政策

に関する重要事項を審議する「こども家庭審議会」が新たに設置されます。 

同庁の設置にともない、国民はこれまでの内閣府・厚生労働省・文部科学省が

横断的に連携し合い、保育から教育までの政策を総合的に企画・立案・実施され

ると期待をしておりましたが、これまでどおり、幼稚園や幼児教育に関する事務

は文部科学省に残されることになりました。 

ただし、幼稚園教育要領や保育所保育指針を定める際には、こども家庭庁と文

科省があらかじめ協議を行い、策定された教育要領や保育指針は総理と文科大

臣が共同告示することとなりました。 

しかし、こども家庭庁と文科省の所掌が分かれたことにより、認定こども園に

ついては縦割りの問題や事務の二重行政化が不安視されることから、①通知等

は、原則として、こども家庭庁と文科省の連名で発出する。②園に関する調査に

ついては、内容の共通化に向けた検討を行い、令和５年度から実施する。③園を

対象とする施設整備事業・災害復旧事業については、原則としてこども家庭庁へ

移し、一本化を図る。などが謳われています。 

政府も少子化については、国を挙げての取り組みを行っていますが、日本社会

の未来にとって極めてショッキングな数字が示されました。令和４年人口動態

統計において、出生数は７７万７４７人と８０万人を大幅に割り込み、女性が生

涯に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率も１．２６（人口維持のためには

２．０６程度が必要）と過去ワーストであった２０１７年に並びました。 

１９４９年に生まれた子どもの数が２７０万人であったことを考えるとピー

ク時の３分の１以下となっています。 

厚生労働大臣のコメントでは、少子化そのものの背景については、個々人の結

婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因などが複雑に絡み合っており、



その中で感染症の流行が結婚行動や妊娠活動に少なからず影響を及ぼした可能

性があると分析をしております。 

確かに、前年度の出生数の減少は、新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ－１９）

の感染拡大による影響も大きいと考えられるものの、我が国がこのままのペー

スで少子化が進行すれば、経済規模の縮小のみならず、労働力不足、社会保障制

度を始め財政の維持も困難となります。 

対策として政府は、若年人口が急激に減少する２０３０年までが、少子化トレ

ンドを反転できるラストチャンスだと見て、異次元の少子化対策を行うとし、具

体的には、少子化対策の強化策を盛り込んだ「子どもみらい戦略方針案」の中で、

今後３年をかけ、毎年３兆円の予算を組んで、加速化プラントして集中的な取り

組みを行うとしています。 

幼児教育・保育施設に大きくかかわる項目としては、親が就労していなくても

子どもを保育所などに通園させられる、「子ども誰でも通園制度」を来年度から

導入することを予定しています。 

また、社会保障と税の一体改革以降課題となっていた、１歳児および４・５歳

児の職員配置基準について、１歳児は６対１から５対１へ、４・５歳児は３０対

１から２５体１へと改善することとし、実現できれば７５年ぶりの改革となり、

人事院の勧告等を踏まえ、保育士の更なる処遇改善も検討するものとしていま

す。 

政府ではこの他にも、児童手当の拡充や出産等の経済的負担の軽減、更には、

概ね全ての地方自治体で実施されている「こども医療費助成」について、国民健

康保険の国庫負担減額調整措置などの撤廃も検討されています。 

 

不易創造館の施設運営状況に目を転じてみると、各施設の定員充足状況につ

きましては、高石市の認定こども園加茂保育園が定員１３５名に対して実員が

１８１名（充足率１３４％）、柏原市の法善寺保育園が定員１４０名に対して実

員が１６３名（充足率１１８％）、横浜市の下瀬谷保育園が定員６７名に対して

実員６８名（充足率１０１％）、高槻市の芥川認定こども園が定員１２５名に対

して実員が１３３名（充足率１０６％）、杉並区の荻窪保育園が定員６５名に対

して実員が５９名（充足率９０％）、泉大津市の認定こども園条東こども園が定

員１１５名に対して実員が１２５名（充足率１０８％）となっています。 

 認定こども園条東こども園については、地域の実情にかかわらず、民営化の条

件として設定されたものであり、定員と実員に乖離がありますが、予想を超える

良好な収容状況となっています。 

 また、令和５年度におきましては、本来令和４年度事業として予定しておりま

した下瀬谷保育園の園舎建て替え工事（工事規模約４００，０００千円）を実施

したいと考えておりますが、本来であれば前年度の補助金事業として認めて頂

ける予定でありましたが、法人の都合で１年繰り下げたため、今年度は改めて申



請することとなります。 

定員の１００％満たしていない施設については施設面での制限がネックとな

っておりますので、園舎の新築等によって改善できるものと考えております。 

令和５年度におきましては、下瀬谷保育園の園舎新築工事を申請するものの、

実質の支出は令和６年４月以降となるため、各施設の充足率に大きな変化がな

い状況を鑑みると、令和５年も安定した収支が予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

高 石 市 西 取 石 六 丁 目 ４ 番 ８ 号  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

認 定 こ ど も 園 加 茂 保 育 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                         認定こども園加茂保育園 

① 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

ひよこ 0 １２ １１   

りす 1 １５ ３６   

うさぎ 2 １８ ４０   

ぺんぎん 3 ２２ ２６ ５ １ 

ぱんだ 4 ２６ ２８ ５ ０ 

らいおん 5 ２７ ３２ ５ ０ 

合計 １２０ １７３ １５ １ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

ひよこ 0 １２ ８   

りす 1 １５ ３５   

うさぎ 2 １８ ４０   

ぺんぎん 3 ２２ ４１ ５ ０ 

ぱんだ 4 ２６ ２７ ５ ０ 

らいおん 5 ２７ ３０ ５ ０ 

合計 １２０ １８１ １５ ０ 

 

② 職員構成 

(令和 5年 4月) 

 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭 １２  

非常勤保育教

諭 

２２  



派遣 ２  

その他 事務員他 ２  

調理 
栄養士 ２  

調理師 ３  

保健 看護師 １  

延長 保育補助員 ３  

合計 ５０  

 

 

③ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後９時００分まで 

  ※但し、教育標準時間認定児は午後７時００分まで 

 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  教育標準時間認定 午前１０時００分から午後２時３０分まで 

 

   年度を通し、０歳～５歳児までの異年齢による縦割り保育を基本として

保育に取り組んだ。また、食育に関しても、先駆的な取組園の食育内容を

参考とし、クッキング等を通して、食育活動の充実を図る。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

そして、認定区分間での教育・保育時間の違いが生じることをしっかり

と考慮したカリキュラム作りに努める。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度は９名の障がい児担当職員を配置し、市の助成を受ける中で、

充実を図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  高石市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施する。 

  （注）延長保育 午後９時００分まで。但し、午後６時３０分までは無

料。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  主幹保育教諭２名を配置し、園庭あそび及び親子教室並びに未就園児ク

ラス（週１回）のこあら組らっこ組を開き、地域の子育て世帯への支援を充

実させる。 



 

④ その他 

 

（１）職員研修 

  園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  特になし【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

デスクトップパソコン・ノートパソコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

柏 原 市 法 善 寺 三 丁 目 ８ ０ １ 番 地  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

法 善 寺 保 育 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 5 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                             法善寺保育園  

⑤ 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ９ １２ 

りす 1 １５ ３０ 

うさぎ・こぐま 2 ２６ ３４ 

ぺんぎん 3 ２９ ３１ 

きりん 4 ３０ ３０ 

らいおん 5 ３１ ２９ 

合計 １４０ １６６ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ９ ９ 

りす 1 １５ ３０ 

うさぎ 2 ２６ ３０ 

ぺんぎん 3 ２９ ３６ 

きりん 4 ３０ ２８ 

らいおん 5 ３１ ３０ 

合計 １４０ １６３ 

⑥ 職員構成 

(令和 5年 4月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 １２  

非常勤保育教

諭 

１５  

派遣 ５  

その他 事務員他 １  



調理 

栄養士 ２  

調理師 １  

調理員 １  

保健 看護師 １  

合計 ４０  

 

 

⑦ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時００分まで 

   

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  

   柏原市からの民営化後６年が経過し、市との協定期間が経過した為、民

間園として異年齢保育や縦割り保育等を積極的に取り入れる。食育に関し

ても、自園栽培並びにクッキング等を、計画的に行い食育活動の充実を図

る。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

その他、令和５年よりキャリアアップ研修の要件が課されており、職員の

キャリアアップ研修に更に積極的に参加し、資質向上に努める。行事、誕

生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度も７名の障がい児担当職員を配置し、市の助成を受ける中で、

充実を図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  柏原市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施する。 

  （注）延長保育 午後７時００分まで。但し、午後６時３０分までは無

料。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  子育て支援担当には主任保育士を配置し、園庭あそび及び親子教室を行

い、地域の子育て世帯への支援を充実させる。 

 

⑧ その他 

 

 



（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

             テラスの修繕工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 瀬 谷 区 北 新 １ ５ 番 ４  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

下 瀬 谷 保 育 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                             下瀬谷保育園  

⑨ 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

- 0 - - 

もも 1 １０ １４ 

ちゅうりっぷ 2 １２ １５ 

たんぽぽ 3 １５ １２ 

ひまわり 4 １５ １２ 

ゆり 5 １５ １２ 

合計 ６７ ６５ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

- 0 - - 

もも 1 １０ １４ 

ちゅうりっぷ 2 １２ １４ 

たんぽぽ 3 １５ １５ 

ひまわり 4 １５ １２ 

ゆり 5 １５ １３ 

合計 ６７ ６８ 

 

⑩ 職員構成 

(令和 5年 4月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 ９  

非常勤保育教

諭 

８  

派遣 ２  



その他 事務員他 １  

調理 

栄養士 ２  

調理師 １  

調理員 ０  

保健 看護師 ０  

延長 保育補助員 ２  

合計 ２７  

 

 

⑪ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後８時００分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時００分から午後６時３０分まで（土曜日） 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ８時３０分から午後４時３０分まで 

  

   横浜市からの民間移管の５年目の為、年度を通して公立保育所の保育を

引き継ぐことで、園児がこれまでと同様に登園できるよう努めるとともに、

保護者様からのご意見やご希望に丁寧に対応することにより民間移管によ

る不安の解消を図る。 

  面積基準並びに職員配置基準をクリアした上で、待機児童解消のため、

積極的に入園児を受け入れる。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

キャリアアップ研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努める。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度は２名の加配児を受け入れ、市の助成を受ける中で、充実を

図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  横浜市においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施する。 

  （注）延長保育 午後８時００分まで。但し、午後６時３０分までは無

料。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  子育て支援担当には経験豊富な保育補助員を配置し、園庭あそびを行い、

地域の子育て世帯への支援を充実させる。 



 

⑫ その他 

新美保育室（にいみ*るーむ）と連携施設契約を締結することにより、地域

の施設と交流を図る。 

 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

              特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 槻 市 芥 川 町 四 丁 目 ２ 番 ２ ０ 号  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

芥 川 認 定 こ ど も 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                            芥川認定こども園

  

⑬ 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員 

(1号認定) 

在籍 

(1号認定) 

りす 0 ６ ９   

うさぎ 1 １０ ２０   

くま 2 １２ ２１  ０ 

ぞう 3 ２０ ２３ ５ ５ 

きりん 4 ２０ ２７ ５ １ 

らいおん 5 ２２ ２２ ５ １ 

合計 ９０ １２２ １５ ７ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

りす 0 ９ ８   

うさぎ 1 １８ ２１   

くま 2 ２０ ２１   

ぞう 3 ２０ ２３ ５ ３ 

きりん 4 ２１ ２６ ５ ３ 

らいおん 5 ２２ ２７ ５ １ 

合計 １１０ １２６ １５ ７ 

 

 

⑭ 職員構成 

(令和 5年 4月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭   ７  

非常勤保育教 １６  



諭 

派遣 １  

その他 事務員他 １  

調理 

栄養士 １  

調理師 ２  

調理員 １  

保健 看護師 １  

合計 ３３  

 

 

⑮ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時００分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時３０分から午後７時３０分まで（土曜日） 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ８時００分から午後４時００分まで 

午前 ８時３０分から午後４時３０分まで 

    教育標準時間認定 午前 ９時００分から午後１時００分まで 

  

   高槻市からの民間移管後３年目の為、年度を通して高槻市立芥川保育所

の保育を引き継ぐことで、園児がこれまでと同様に登園できるよう努める

とともに、保護者様からのご意見やご希望に丁寧に対応することにより民

間移管による不安の解消を図る。 

  また、令和３年度より新園舎に移り幼保連携型認定こども園へ移行した

ため、教育標準時間認定児及び保育認定児を意識した上で、教育・保育を

展開する。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

キャリアアップ研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努める。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度は１名の加配児を受け入れ、市の助成を受ける中で、充実を

図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  延長保育 午後７時００分まで。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  園庭あそびを行い、地域の子育て世帯への支援を充実させる。 

 

（Ｅ）病児保育事業（体調不良児対応型） 

    保護者が就労等の理由により利用している為、専属の看護師を配置し、



保育中に体 

調不良になった子どもたちが安心してお迎えを待てる環境を整える。 

 

⑯ その他 

公立保育所の行っていた地域交流に積極的に参加する。 

 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

 【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 都 杉 並 区 南 荻 窪 二 丁 目 ２ ５ 番 １ ７ 号  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

荻 窪 保 育 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                             荻窪保育園  

⑰ 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ６ ６ 

あひる 1 １１ １０ 

りす 2 １２ １０ 

うさぎ 3 １２ １０ 

しか 4 １２ １２ 

きりん 5 １２ １２ 

合計 ６５ ６０ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

ひよこ 0 ６ ５ 

あひる 1 １１ １１ 

りす 2 １２ １１ 

うさぎ 3 １２ １１ 

しか 4 １２ ９ 

きりん 5 １２ １２ 

合計 ６５ ５９ 

 

⑱ 職員構成 

(令和 5年 4月) 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主任保育士 １  

常勤保育士 １５  

非常勤保育教

諭 

３  

派遣 ０  



その他 事務員他 ０  

調理 

栄養士 １  

調理師 ２  

調理員 １  

保健 看護師 １  

延長 保育補助員 ２  

合計 ２７  

 

 

⑲ 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時３０分から午後７時３０分まで（月曜日～金曜

日） 

         午前７時３０分から午後７時３０分まで（土曜日） 

  保育標準時間認定 午前 ７時３０分から午後６時３０分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  

   杉並区からの民営化の２年目の為、年度を通して公立保育所の保育を引

き継ぐことで、園児がこれまでと同様に登園できるよう努めるとともに、

保護者様からのご意見やご希望に丁寧に対応することにより民営化による

不安の解消を図る。 

  面積基準並びに職員配置基準をクリアした上で、待機児童解消のため、

積極的に入園児を受け入れる。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

キャリアアップ研修に積極的に参加し、職員の資質向上に努める。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度は１名の加配児を受け入れ、市の助成を受ける中で、充実を

図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  杉並区においては、民間園については、長時間・延長保育が必須とされ

ており、 

今年度も実施する。 

  （注）延長保育 午後７時３０分まで。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  子育て支援担当には経験豊富な保育補助員を配置し、園庭あそびを行い、

地域の子育て世帯への支援を充実させる。 

 



⑳ その他 

地域の施設と交流を図る。 

 

（１）職員研修 

  社会福祉協議会等の研修に参加、園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

            特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉 大 津 市 千 原 町 二 丁 目 １ １ 番 １ 号  

社 会 福 祉 法 人  不 易 創 造 館  

認 定 こ ど も 園 条 東 こ ど も 園  



令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
社会福祉法人 不易創造館 

                        認定こども園条東こども園 

21 園児数 

(令和 5年 3月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

 0     

 1     

 2     

ゆり・たんぽぽ 3 １７ １７ １２ １５ 

すみれ 4 １３ １５ １３ １２ 

ふじ 5 ９ ８ ２１ ２２ 

合計 ３９ ４０ ４６ ４９ 

 

(令和 5年 4月) 

クラス 年齢 利用定員

(２・３号認

定) 

在籍 

(２・３号認

定) 

利用定員

(１号認定) 

在籍 

(１号認定) 

れんげ 0 ６ ６   

もも 1 １４ １９   

ちゅーりっぷ 2 １５ １５   

ゆり・たんぽぽ 3 １５ １２ １１ １３ 

すみれ 4 １５ １７ １２ １６ 

ふじ 5 １５ １５ １２ １２ 

合計 ８０ ８４ ３５ ４１ 

 

22 職員構成 

(令和 5年 4月) 

 

部門 業務担当・雇

形 

人数(名) 備考 

保育教諭 

施設長 １  

主幹保育教諭 ２  

常勤保育教諭 １０  

非常勤保育教

諭 

９  



派遣 ２  

その他 事務員他 １  

調理 
栄養士 ２  

調理師 ２  

保健 看護師 １  

延長 保育補助員 １  

合計 ３１  

 

 

23 保育事業について 

 

（Ａ）通常保育 

  開園時間   午前７時００分から午後８時００分まで 

  ※但し、教育標準時間認定児は午後６時００分まで 

 

  保育標準時間認定 午前 ７時００分から午後６時００分まで 

  保育短時間認定  午前 ９時００分から午後５時００分まで 

  教育標準時間認定 午前 ９時００分から午後３時００分まで 

 

   民営化２年度でもあるため、子どもたちや保護者の不安をできるだけ解

消できるように、変更変化を軽減することに努める。また、調理室も完成

し、令和５年度より自園調理が開始する。 

また、月々の指導計画を作成するとともに、その達成状況を職員会議に

おいて確認する。 

そして、認定区分間での教育・保育時間の違いが生じることをしっかり

と考慮したカリキュラム作りに努める。 

その他、行事、誕生会、園外保育、避難訓練事業等を実施する。 

 

（Ｂ）障がい児保育事業 

 令和５年度は１名の障がい児担当職員を配置し、市の助成を受ける中で、

充実を図る予定である。 

   

（Ｃ）長時間保育・延長保育 

  泉大津市においては、民間園については、延長保育が必須とされている

ため実施。 

  （注）延長保育 午後８時００分まで。 

   

（Ｄ）子育て支援事業 

  主幹保育教諭２名を配置し、園庭あそび及び子育て相談を実施。 

    病児保育（病後児保育事業）を実施。 

 

24 その他 

 



（１）職員研修 

  園内研修（食育・保育指針） 

 

（２）施設改善 

  【令和５年度に実施する工事及び購入する固定資産】 

           病後児保育室改修工事 

 

 


